
■「成果・業績重視の処遇体系の見直し」でどうなるか
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一般資格２級　→　一般資格１級 ２年 ５年
一般資格３級　→　一般資格２級 ２年 ６年
一般資格４級　→　一般資格３級 ２年 ６年(注）

一般資格５級　→　一般資格４級 短大・高専卒　１年、高卒　３年

（注）大卒の者は、一般資格４級から３級への昇格における
　　　Ｃ評価の場合の標準的年数について５年とする。

評価期間が通期で「業績」と「行動」を対象とする総
合評価を反映する手当から、半期毎の業績評価を
反映する手当へ見直す
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昇格前後の資格等級 Ａ評価の場合 Ｃ評価の場合

一般資格２級　→　一般資格１級 ２年 ５年
一般資格３級　→　一般資格２級 ２年 ６年
一般資格４級　→　一般資格３級 ２年 ６年(注）

一般資格５級　→　一般資格４級 短大・高専卒　１年、高卒　３年

（注）大卒の者は、一般資格４級から３級への昇格における
　　　Ｃ評価の場合の標準的年数について５年とする。
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地域加算 26,000 26,000 地域加算

暫定調整 暫定調整38,190 38,190

扶養手当 18,700 18,700 扶養手当

計 474,940 474,940 計
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準
内
賃
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新
基
準
内
賃
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昇格前後の資格等級 Ａ評価の場合 Ｃ評価の場合

一般資格２級　→　一般資格１級 ２年 ５年
一般資格３級　→　一般資格２級 ２年 ６年
一般資格４級　→　一般資格３級 ２年 ６年(注）

一般資格５級　→　一般資格４級 短大・高専卒　１年、高卒　３年

（注）大卒の者は、一般資格４級から３級への昇格における
　　　Ｃ評価の場合の標準的年数について５年とする。

現 行 移 行 時

数値は、東京在勤・一般職１級・５８歳の

方の場合です。

37,300

評価

レンジ

A 212,760

B 176,460

ノーマル 146,160

上限額

※一般資格５級から３級までの等級におけるD評価
　　の成果加算反映標準額については降給しない。

B C DA

そ の 後

現
在
ま
で
明
ら
か
に
し

て
き
た
内
容
を
図
に
し
ま

し
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
以

下
の
と
お
り
で
す
。

①
年
齢
賃
金
を
廃
止
、

②
そ
の
原
資
を
成
果
手
当

（
３
／
８
）
、
成
果
加
算
（
３

／
８
、
そ
し
て
資
格
賃
金

（
２
／
８
）
に
振
分
け
る
、
③

扶
養
手
当
を
見
直
し
、
基

準
外
賃
金
と
す
る
、
と
い
う

も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
賃
金
は

す
べ
て
「
評
価
」
さ
れ
な
け

れ
ば
「
上
が
ら
な
い
」
一
方

で
、
成
果
加
算
に
は
「
降
給
」

あ
り
、
と
い
う
仕
組
み
と
な

り
ま
す
。

現
在
、
資
格
賃
金
は
、
一

般
資
格
５
級
か
ら
最
長
22

年
で
一
般
資
格
１
級
に
昇

格
し
ま
す
が
、
改
悪
案
で
は
、

最
長
在
職
年
数
を
廃
止
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

成

果
加
算
は
現
在
、
上
限
が
９

万
８
８
０
円
で
す
が
、
再
配

分
の
結
果
、
14
万
６
１
６
０

円
（ノ
ー
マ
ル
レ
ン
ジ
上
減
額
）

と
し
、
さ
ら
に
プ
レ
ミ
ア
ム

レ
ン
ジ
と
し
て
Ａ
レ
ン
ジ
、
Ｂ

レ
ン
ジ
を
設
け
る
。
Ａ
レ
ン
ジ

で
は
Ｃ
・
Ｄ
評
価
者
は
減
額
、

Ｂ
、
ノ
ー
マ
ル
レ
ン
ジ
で
は
Ｄ

評
価
者
が
減
額
＝
「
降
給
」

と
な
り
ま
す
。

成
果
手
当
は
現
在
、
業
績
・

行
動
を
対
象
に
し
た
総
合

評
価
を
反
映
し
て
い
ま
す

が
、
半
期
毎
の
業
績
評
価

を
反
映
す
る
手
当
へ
と
見

直
す
と
い
う
の
で
す
。
半
期

毎
に
手
当
が
ゼ
ロ
ク
リ
ア
さ

れ
ま
す
。

ボ
ー
ナ
ス
に
係
わ
る
「
基

準
内
賃
金
」
は
、
資
格
賃
金
、

成
果
加
算
、
そ
し
て
地
域
加

算
の
み
と
な
り
、
ボ
ー
ナ
ス

は
大
幅
に
減
額
と
な
り
ま

す
。一

般
職
１
級
58
歳
で
、
基

準
内
賃
金
は
、
約
５
万
６
千

円
の
減
額
と
な
り
ま
す
か

ら
、
こ
れ
を
年
間
臨
給
４
・

４
カ
月
（
Ｃ
評
価
）
と
す
る
と
、

こ
れ
だ
け
で
約
18
・
５
万
円

の
減
額
で
す
。

「
頑
張
れ
ば
報
わ
れ
る
」

と
ば
か
り
、
努
力
（
自
己
責

任
）
で
賃
金
が
決
ま
る
よ
う

に
見
せ
か
け
、
企
業
の
経
営

責
任
は
一
切
問
わ
ず
、
総

人
件
費
は
削
減
さ
れ
る
の

で
す
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
と
っ
て
何
と

も
都
合
の
い
い
賃
金
制
度
で

す
。
労
働
者
の
生
活
を
無

視
し
た
、
ま
っ
た
く
Ｎ
Ｔ
Ｔ

の
身
勝
手
で
す
。

こ
の
成
果
主
義
賃
金
は
、

年
功
型
で
働
い
て
き
た
中

高
年
へ
の
賃
下
げ
で
あ
る
以

上
に
、
若
年
労
働
者
が
「
評

価
」
の
た
め
に
、
健
康
や
生

活
を
破
壊
す
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。

家
の
ロ
ー
ン
は
組
め
る
か

ど
う
か
、
子
供
は
生
み
・
育

て
ら
れ
る
か
、
年
金
・
医
療

は
ど
う
な
る
か
等
、
こ
う
し

た
賃
金
制
度
で
あ
る
が
故

に
、
将
来
計
画
が
な
り
た

た
ず
、
不
安
を
増
大
さ
せ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
労
働
者
に
絶

え
ず
健
康
・
生
活
不
安
を

も
た
ら
す
賃
金
制
度
改
悪

に
反
対
し
ま
し
ょ
う
。
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Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
は
、
「
成
果
主
義
重
視
の
処
遇
体
系
の
見
直
し
の
現
時
点
の
考
え

方
を
提
案
（９
月
13
日
）
し
て
き
ま
し
た
。

提
案
に
よ
れ
ば
、
移
行
時
は
「
見
直
し
」
し
て
も
月
例
賃
金
は
変
わ
ら
な
い
、
と
い

う
の
で
す
が
、
基
準
内
賃
金
の
枠
が
狭
く
な
り
、
ボ
ー
ナ
ス
の
大
幅
減
は
必
至
で

す
。
移
行
後
は
、
賃
金
す
べ
て
が
「
評
価
」
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
Ｏ
Ｓ

会
社
の
見
直
し
も
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。
改
悪
に
反
対
し
、
闘
い
ま
し
ょ
う
。




